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検出器配置用治具の概要

検出器配置用治具は、計測制御系統施設の計装のうち、核計装の一部に
区分される。検出器配置用治具は、核計装の起動系（２系統）、運転系対数
出力系（２系統）又は運転系線型出力系（２系統）の検出器を炉心タンク内に
配置するための治具であり、炉心タンク内に６基設置する。
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検出器配置用治具（申請範囲）

※ 燃料有効長下端を基点
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検出器配置用治具の設計条件
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項 目 設 計 条 件

機器種別 －

耐震クラス Ｂ

流体の種類 軽 水

最高使用圧力 静水頭（外圧）

最高使用温度 80 ℃

検出器配置用治具は、炉心に機械的な影響を与えないよう、適切な強度を有
する構造として設計する。炉心タンク内への設置は、検出器配置用治具の上部
を炉心タンクの胴フランジから、下部を炉心タンクの検出器配置用治具等固定
用タッププレートからの支持により固定する。

検出器配置用治具の設計条件は以下のとおり。

取付けボルト
（M8） 回り止めボルト

（M8）

炉心構成可能範囲（約41×57cm）

最小炉心（約25×25cm)

Ａ

Ａ部 詳細



検出器配置用治具の設計仕様
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項 目 設計仕様

型 式 ２分割管型

主
要
寸
法

検出器配置用治具１
（起動系）

ガイドパイプ：80,40A、検出器封入管：40A

フランジ：外径120mm

長さ：2006mm、幅：700mm（芯―芯）

検出器配置用治具２
（運転系）

ガイドパイプ：80A、検出器封入管：80A

フランジ：外径180mm

長さ：2006mm、幅：600mm（芯―芯）

検出器配置用治具３
（運転系）

ガイドパイプ：80A、検出器封入管：80A

フランジ：外径180mm

長さ：2006mm、幅：450mm（芯―芯）

主要材料 アルミニウム合金（A5052T）

基 数
６基

（治具１：２基、治具２：２基、治具３：２基 ）

形状・寸法はJIS G 3459配管用ステンレス鋼管を準用する。



検出器配置用治具の構造図（1/3）
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（１）検出器配置用治具１

（φ120）



検出器配置用治具の構造図（2/3）
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（２）検出器配置用治具２

（φ180）



検出器配置用治具の構造図（3/3）
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（３）検出器配置用治具３

（φ180）
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検出器配置用治具の工事フロー

材料取り

梱 包

材料入手

機械加工

組立溶接

現地搬入

据 付

据付完了

組 立

炉心の性能検査へ

検出器封入管、ガイドパイプ(1)
ガイドパイプ(2)、サポート、取付リブ

材

外 寸

工 場

現 地

据

材

据

寸

外

材料検査

外観検査

寸法検査

据付検査

記号
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検出器配置用治具の検査項目

検査項目 内 容

材料検査
材料検査成績証明書等により、検査対象の
材料が設計仕様を満足することを確認する。

寸法検査
必要な寸法を鋼尺、巻尺等の器具を用いて
実測し、許容値内であることを確認する。

外観検査
目視により外観を確認し、機能上有害な傷、
割れ及び変形がないことを確認する。

据付検査
据付状態を目視により確認又は必要な寸法
を鋼尺、巻尺等の器具を用いて実測し、許
容値内であることを確認する。
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設工認技術基準規則との適合性

技術基準規則の条項 項・号
説明の必要性
の有無

適合性

第一条～第四条 ― 無 ―

第五条（機能の確認等） ― 有 下記に示すとおり

第五条の２ ― 無 ―

第六条（地震による損傷の防止） 第１項 有 下記に示すとおり

第六条の２（津波による損傷の防止） ― 無 ―

第六条の３（外部からの衝撃による損傷の防止） 第１、２項 有 下記に示すとおり

第六条の４～第五十一条 ― 無 ―

第五条（機能の確認等）

• 原子炉の停止中に必要な箇所の保守点検及び検査を実施できるよう、外観の確認が可能な設計とする
ため、当該規則適合するものである。

第六条（地震による損傷の防止）

• 耐震重要度のＢクラスに分類し、それに応じた耐震性を有する設計とするため、当該規則適合するもの
である。

第六条の３（外部からの衝撃による損傷の防止）

• 自然現象及び外部からの衝撃による影響を受けないよう設計された原子炉建家に内包される設計とす
るため、当該規則適合するものである。
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設工認技術基準規則との適合性

第五条（機能の確認等）

試験研究用等原子炉施設は、原子炉容器その他の試験研究用等原子炉の安全を確保する上で必要な設備の
機能の確認をするための試験又は検査及びこれらの機能を健全に維持するための保守又は修理ができるもので
なければならない。

第六条（地震による損傷の防止）
試験研究用等原子炉施設は、これに作用する地震力（試験炉許可基準規則第四条第二項の規定により算定す
る地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないように施設しなければならない。
２ 耐震重要施設（試験炉許可基準規則第三条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。）は、その供用
中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（試験炉許
可基準規則第四条第三項に規定する地震力をいう。）に対してその安全性が損なわれるおそれがないように施設
しなければならない。
３ 耐震重要施設が試験炉許可基準規則第四条第三項の地震により生じる斜面の崩壊によりその安全性が損なわ
れるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

第六条の３（外部からの衝撃による損傷の防止）
試験研究用等原子炉施設が想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安全性を損なうおそれがあ
る場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。
２ 周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因が
ある場合には、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷
地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により試験研究用等
原子炉施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
３ 試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、原子炉格納容器に近接する船体の部分は、衝突、座礁
その他の要因による原子炉格納容器の機能の喪失を防止できる構造でなければならない。
４ 航空機の墜落により試験研究用等原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切
な措置を講じなければならない。

該当条文


